
「
多
子
世
帯
の
大
学
等
授
業
料
等
無
償
化
」
の
要
件
と
ア
ル
バ
イ
ト
収
入
の
関
係

別
紙
2

令
和
7
年
度
か
ら
開
始
し
た
「
多
子
世
帯
の
大
学
等
授
業
料
等
無
償
化
」
は
、
こ
れ
ま
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
の
年
収
が
1
0
3
万
円
以
下
の
方
を
、
多
子
世
帯

の
子
供
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
「
1
0
3
万
円
の
壁
」
を
見
直
す
令
和
7
年
度
税
制
改
正
を
踏
ま
え
、
大
学
生
年
代
(
1
9
歳
以
上
2
3

歳
未
満
)
の
方
に
つ
い
て
は
、
年
収
1
6
0
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
多
子
世
帯
の
子
供
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

※
以
下
は
、

具
体
例

、
令
和
8
年
1
0
月
分
の
判
定
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
当
該
月
分
の
判
定
は
令
和
7
年
1
月
~
1
2
月
分
の
収
入
状
況
等
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

令
和
7
年
1
2
月
3
1
日
時
点
の
年
齢

2
3
歲
以
上

1
9
歲
以
上
2
3
歳
未
満

1
9
歳
未
満

ア
ル
バ
イ
ト
収
入
の
額

0
円

扶
養
す
る
子
供
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
年
収

1
2
3
万
円
以
下

1
6
0
万
円
以
下

1
2
3
万
円
以
下

1
6
0
万
円

1
6
0
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
扶
養
す
る
子
供
に
カ
ウ
ン
ト
※

対
象
外

大
学
生
(
令
和
7
年
1
2
月
3
1
日
時
点
で
2
0
歳
)

★
低
所
得
者
世
帯
と
し
て
、
給
付
型
奨
学
金
の
支
援
を
受
け
る
方
に
つ
い
て
は
、
年
収
が
1
6
0
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
、

当
該
年
収
の
額
に
応
じ
て
支
援
額
が
減
少
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

1
2
3
万
円

高
校
生
(
令
和
7
年
1
2
月
3
1
日
時
点
で
1
6
歳
)

1
2
3
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
扶
養
す
る
子
供
に
カ
ウ
ン
ト

対
象
外

高
校
生
(
令
和
7
年
1
2
月
3
1
日
時
点
で
1
5
歳
)

※
上
記
の
年
収
は
給
与
収
入
の
額
で
あ
り
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
な
ど
個
人
事
業
主
の
事
業
所
得
の
場
合
は
、
9
5
万
円
以
下
と
な
り
ま
す
。


